
 

 

 

 

平成２８年 第１回 

 

三種町選挙管理委員会議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年３月２日提出 

 

 

 

                   日  時  平成２８年３月２日（水） 

                         午前９時００分 

                   場  所  三種町役場第３会議室 

 

                   署名委員 

 

                   署名委員 

 



次      第 

 

１ 委員長あいさつ 

２ 会議録署名委員の指名（    委員、   委員） 

３ 案 件 

  議案第 １号 選挙人名簿に登録することについて 

  議案第 ２号 選挙人名簿から抹消することについて 

  報告第 １号 登録の移し替えをした者について 

  報告第 ２号 選挙権を有する者の５０分の１の数について 

  報告第 ３号 選挙権を有する者の３分の１の数について 

  報告第 ４号 不在者投票を行うことができる施設の指定について 

 

４ その他 

 



議案第１号 

 

選挙人名簿に登録することについて  

 

 公職選挙法第２２条第１項の規定により、別紙の者を平成２８年３月２日付

けで選挙人名簿に登録する。  

 

平成２８年３月２日提出  

 

三種町選挙管理委員会   

委員長 近 藤 範 夫  

 

 

１ 成人登録  平成２８年３月１日までに満２０歳に達する者  

        生年月日：平成７年１２月３日から平成８年３月２日まで  

         男 １９人  女 １６人  小計 ３５人 

 

２ 転入登録  平成２７年１２月１日以前より引き続き三種町に居住してい

る者 

        転入日：平成２７年９月２日から平成２７年１２月１日まで  

         男 ２０人  女 ２９人  小計 ４９人 

 

３ 登録者総数  男 ３９人  女 ４５人  合計 ８４人 

  



議案第２号 

 

選挙人名簿から抹消することについて  

 

 公職選挙法第２８条の規定により、別紙の者を平成２８年３月２日付けで選

挙人名簿から抹消する。  

 

  平成２８年３月２日提出 

 

三種町選挙管理委員会   

委員長 近 藤 範 夫  

 

 

１ 死亡抹消者  届出日：平成２７年１２月２日から平成２８年３月１日まで 

          男 ４２人  女 ３２人  小計  ７４人 

 

２ 転出抹消者  平成２７年１１月１日以前に三種町から転出した者  

転出日：平成２７年８月２日から平成２７年１１月１日まで 

          男 ３２人  女 ２８人  小計  ６０人 

 

３ 抹消者総数   男 ７４人  女 ６０人  合計 １３４人 

  

  



報告第１号 

 

登録の移し替えをした者について  

 

 平成２８年３月２日付けの定時登録に係る登録の移し替えをした者は、別紙

のとおりである。  

 

  平成２８年３月２日提出 

 

三種町選挙管理委員会   

委員長 近 藤 範 夫  

 

 

平成２７年１２月２日から平成２８年３月１日までの町内転居により投票区の

移し替えをした者  

男  ５人  女 １５人  合計 ２０人 

  



報告第２号 

 

選挙権を有する者の５０分の１の数について  

 

 地方自治法第７４条第１項及び第７５条第１項に規定する選挙権を有する者

の総数の５０分の１の数は３１２である。 

 

  平成２８年３月２日提出 

 

三種町選挙管理委員会   

委員長 近 藤 範 夫  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参 考 

第７４条第１項 条例の改廃請求 

 第７５条第１項 地方公共団体等の事務等の執行に係る監査請求  

  



報告第３号 

 

選挙権を有する者の３分の１の数について  

 

 地方自治法第７６条第１項、第８０条第１項及び第８１条第１項並びに地方

教育行政の組織及び運営に関する法律第８条第１項に規定する選挙権を有する

者の総数の３分の１の数は５，１９１である。 

 

  平成２８年３月２日提出 

 

三種町選挙管理委員会   

委員長 近 藤 範 夫  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参 考 

 第７６条第１項  議会の解散請求  

 第８０条第１項  議員の解職請求  

 第８１条第１項  長の解職請求  

 地教組第８条第１項 教育委員の解職請求   



報告第４号 

 

   不在者投票を行うことができる施設の指定について 

 

 公職選挙法施行令第５５条第２項の規定による不在者投票のできる施設とし

て、秋田県選挙管理委員会から次のとおり指定された。  

 

  平成２８年３月２日提出  

 

三種町選挙管理委員会   

委員長 近 藤 範 夫  

 

 

１ 名   称  介護老人保健施設 やよい 

２ 所 在 地  三種町鹿渡字猿田牛渕２５番地６２  

３ 指定年月日  平成２７年１２月２２日   



【今後の日程について】  

 

６月 ２日（木） 第 回選挙管理委員会（定時登録）  

         午前９時 第３会議室  

 

【今後の選挙】  

 

 参議院議員通常選挙         ※平成２８年７月２５日任期満了  

 

 秋田海区漁業調整委員会委員一般選挙 ※平成２８年８月１４日任期満了  

 

浜口土地改良区総代選挙       ※平成２９年１月 ４日任期満了 

 

秋田県知事選挙           ※平成２９年４月１９日任期満了  

 

 


